
C ． 豊 か な 生 活

安 心 ・安 全

関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

口 ．歳 出 改 革

くり　人間力戦暗

く健康寿命の増進）

農林水産省 ・食品の表示項目を科学的 人の健康維持に有益に働 ①第156回国会会期末
に検証するための研究開 く微生物として代表的な乳 ～③それ以降
発、食品の安全性にかかる 酸菌の免疫調節作用が十分 ・研究開発の着実な実施。

・関係府省は、平成1 5年 分析 ・検出技術の高度化 ・ に発揮される条件を動物実
度から健康寿命の増進のた 迅速化、リスク低減技術の 験で解明。
めの医療、健康、バイオテ 開発等を厚生労働省等との 抗酸化活性を有し、機能
クノロジーの科学技術予算 連携の下に行うとともに、 性成分として有望なポリ
等の重点化を図る。 健全な食生活による生活習

慣病を予防するため、食品
の機能性や食品素材の組合
せによる効果等の解明に関
する研究を厚生労働省との
連携の下に実施する 「食品
の安全性及び機能性に関す
る総合研究」を15年度予算
政府案により実施。

フェノールの調理による消
長を解明。

・農林水産生態系における
有害化学物質 （カドミウ
ム、ダイオキシン等）につ
いて、その動態の把握、生
物、生態系への影響評価を
行うとともに、分解 ・無毒
化技術の実証研究等を通じ
たリスク低減技術を開発す
る 「農林水産生態系におけ
る有害化学物質の総合管理
技術の開発」を15年度予算
政府案により実施。

①第156回国会会期末

～（診それ以降
・総合科学技術会議が主催

する 「環境イニシアティ
ブ」の枠組みの中で関係府
省と連携 ・協力しつつ研究
開発を実施。
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農林水産省 ・平成15年度予算政府案に イネゲノムについて、主要 ①第156回国会会期末
おいて r有用遺伝子活用の 部分の塩基配列解読の完了 ～③それ以降
ための植物 （イネ） ・動物
ゲノム研究」を措置し、イ
ネゲノムについては、主要
部分の塩基配列解読の完了
を受け、重要形質に着目し
た機能解明、ゲノムの種
間 ・属間比較研究等を実施
するとともに、ゲノムデー
タと研究成果を結集するゲ
ノムリソースセンターを整
備し、動物ゲノムについ
て、D N A マーカーを用い
た高品質育種を促進する。

（特許出願済み件数 ：40

件）。

・研究開発の着実な実施。

（2 ）技術力戦略 農林水産省 ・自給率の向上、 「食」の ・水産庁では、平成11年度 ・事業の終了後において ①第156回国会会期末
（戦略分野への選択と集 安心 ・安全性に対する国民 より行政サイ ドが課題の設 も、開発された技術が継続 ・民間企業等に対し、水産
中） の信頼の確保といった課題 定を行う従来型の技術開発 的に水産業に貢献 ・浸透す 業の技術を活用した新事業
・総合科学技術会議は、開 を抱え、担い手の高齢化、 事業の一部を見直すととも るよう、技術の普及への対 等に資する技術等を内容と
係府省と協力して、基礎研 高コス ト構造、漁場環境の に、水産業以外の業種も含 応が必要。 する実用化段階の技術開発
究を重視するとともに、科 悪化等の厳しい条件下、水 め、広く民間企業等から課 課題の募集 ・採択を実施す
学研究費補助金等の競争的 産業がより高い競争力を獲 題提案を行う新たな方式を る。
資金の割合を拡大する。ま 得できるよう、提案公募型 採用し、地域独自、異業種 ②平成15年末
た、競争的資金の成果につ による技術開発事業を実施 独自の創意工夫ある技術開 ・採択さ才lた課題が、適切
いて厳正な評価を行うな した。 発に対する支援を行った。 に実施されているか評価 ・
ど、制度改革を推進する。 その結果、水産業の活性化

に直結する成果を得ること
ができた。また、技術開発
力を有する中小企業の活性
化を促進することができ
た。

検討を行う。
③それ以降

・実用化段階にある技術開
発課題に対しては、引き続
き助成を行いつつ、開発さ
れた技術の普及に努める。
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（2 ）技術力戦略 農林水産省 バイオ等生物系先端技術 ①第156回国会会期末
（新しい産学官連携の推 により新産業の創出、企業 ～③それ以降
進）

・文部科学省、経済産業省
及び関係府省は、事業化支
援や起業家育成 （インキュ
ベーション）事業の充実に
より 「大学発ベンチャー 1

0 0 0 社計画を推進する
（平成 1 4 年度以降 3 カ

年）。

化を促進するため、産学官

の連携により、異分野の研
究者が共同して行う研究開
発を通じて、画期的な技術
開発や地域資源等を活用し
た研究開発を推進する 「生
物系産業創出のための異分
野融合研究支援事業」を平
成15年度予算政府案により
実施。

・研究開発の着実な実施。

（2 ）技術力戦略 農林水産省 ・これまでに解明 ・蓄積し ①第156回国会会期末
（産業化支援） てきた農林水産生物に開す ～③それ以降
・総合科学技術会議、関係

府省が協力して、半導体微
細加工技術、燃料電池やマ
イクロ電池、超微細製造技
術、光技術等ナノテク、 I
T などを応用した基盤的技
術の開発や普及を産学官で
重点的に推進する。

る情報 ・生物素材を利活用
し、新機能素材、生物機能
活用技術の開発を行うとと
もに、新たにマイクロバイ
オリアクターの構築を行う
「生物機能の革新的利用の

ためのナノテクノロジー ・
材料技術の開発」を15年度
予算政府案により実施。

・研究開発の着実な実施。

（4 ）産業発掘戦略 農林水産省 ・流域圏における水 ・物質 ①第156回国会会期末
（ライフスタ‘ィルの変化が 循環の機構及び農林水産生 ～③それ以降

引き出す潜在需要の顕在
化）

態系の機能を解明し、農林 ・総合科学技術会読が主催
水産活動の影響評価をもと する 「環境イ二シアティ

・農林水産省は、関係府省 にした農林水産生態系の機 プ」の枠組みの中で関係府
と協力して、平成14年度か 能の維持 ・向上技術及び流 省と連携 ・協力しつつ研究
ら、都市と農山漁村を双方
向で行き交うライフスタイ
ル （デュアルライフ）の実
現に向け、国民運動として
民間の取組みの拡大を図る
とともに、特区手法を含
め、都市と農山漁村の共
生 ・対流を推進する。

域国環境の管理手法を開発
する 「流域圏における水循
環 ・農林水産生態系の自然
共生管理技術の開発」を15
年度予算政府案により実
施。

開発を実施。
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（4 ）産業発掘戦略 農林水産省 ・各都道府県に、都道府県 ∴主に使用済農業用プラス ・特に、農業用廃プラス ①第156回国会会期末
（環境産業の活性化） 農業用廃プラスチック適正 チックを素材とする再生利 チックの発生量が少なく県 ・都道府県段階、市町村段階に

・関係府省は、廃棄物 ・リ 処理推進協議会を設置。 用品が着実に増加してお 内に再生処理業者のいない おいて、農業者、農業団体、流

サイクル処理などの環境技 ・モデル地区において、生 リ、施設園芸野菜生産農家 地域の多く駄 依然として 通販売業者、行政などから構成
される適正処理推進協議会を設
直し、それぞれの役割、分担を
明確にして、地域における組織
的な適正処理を計画的かつ合理
的な推進に取り組む。
（む平成15年末

術の実用化に向けた研究開 産現場 （農家は場）から排 等における廃プラ再生品の 回収や再生処理が進んでい
発等を進めることにより、 出される使用済みプラス 利用意識が向上 （例 ：廃プ ない状況の下にあることか
経済活動の環境への負荷を チックの一時保管場所の整 ラスチック樹脂製農業用資 ら、農家等による農業用廃
低減し、環境セクターを創 億等を実施。 材の新規導入により、育苗 プラスチックの不法投棄等
出し、拡大する。また、関 箱の大量導入、パレットの が後を絶たず、より実効性
係府省は、自動車 リサイク 導入）。 のある適正処理体制整備の ・農業用廃プラスチックの排出
ル制度の創設や、各種 リサ ・使用済農業生産資材の発 確立が課題。 豊を抑制するため、農業用マル
イクル法の着実な実施など 生抑制を推進 した結果、展 ・農業用廃プラスチックの チフイルムを排出を伴わない生
循環型社会の構築に向けた 張年限が 1 ～ 2 年の従来型 排出量をより一層抑制する 分解性素材 （バイオマス）へ転

取組みを推進する。 フイルムから、 3 年以上の
中長期展張フイイルムへの
転換が促進された 岬 ：3
年以上の中長期展張フイル

ムを事業実施後2．4倍に拡
大）。

とともに、使用済農業用生
産資材を資源として再生利
用するための使用済農業生
産資材再生利用循環システ

ムの構築が課題。

換し、普及定着を促進するとと
もに、市町村段階における回収
等の適正処理体制の整備強化を
図る。
⑨それ以降

・農業用廃プラスチックの排出
豊を大幅に抑制するとともに、
使用済農業用生産資材を資源と
して再生利用するための使用済
農業生産資材再生利用循環シス
テムを確立する。

農林水産省 ・家畜排せつ物、食品加工 独立行政法人、民間企 ①第156回国会会期末
残さ等の革新的な循環利用 業、大学を交えた共同研究 ～③それ以降
技術の開発、再生可能な作 により、農林系バイオマス ・総合科学技術会議が主催
物資源由来の工業原材料の をガス化してメタノールを する 「環境イ二シアティ
生産技術の開発を行うとと 製造する技術を開発し、試 プ」の枠組みの中で関係府
もに、新たに地域における 作機による運転実験を開 省と連携 ・協力しつつ研究
バイオマス利用を推進して
いくためのシステム化技術
開発に係る研究を推進する
「農林水産バイオリサイク

ル研究」を15年度予算政府
案により実施。

始。 開発を実施。
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農林水産省 ・ 「地球温暖化対策推進大
網」に対応していくため、
農林水産分野における温室
効果ガスのモニタリング、
地球温暖化が農業、森林、
漁業へ与える影響の評価 ・
予測技術、温室効果ガスの
排出削減技術を開発すると
ともに∴有機性資源を用い
た化石燃料代替エネルギー
生産技術の開発の加速化を
図る 「地球温暖化が農林水
産業に与える影響の評価及
び対策技術の開発」を15年
度予算政府案により実施。

①第156回国会会期末

～③それ以降
・総合科学技術会議が主催
する 「環境イニシアティ
ブ」の枠組みの中で関係府
省と連携 ・協力しつつ研究
開発を実施。

農林水産省 ・ホタテ、カキ等の貝殻を ・循環型社会づくりのため ・循環型リサイクルシステ ①第156回国会会期末
漁場の底質改良材等として の リサイクルシステムの構 ムの構築に当たって、貝殻 ～③それ以降
有効活用するための適正な 築に向けた課題の抽出を実

施。
の再生資源としての物的特 ・抽出された課題について

技術開発調査を実施。 性を活用したリサイクルコ

ストの低減。

検討を行い、貝殻の適正な

リサイクルシステムを構築
する。

農林水産省 ・水産系副産物のリサイク ・貝殻に係るリサイクル技 ①第156回国会会期末
ル材としての活用を普及す 術の確立。 ～③それ以降
るため、水産系副産物活用 ・水産系副産物の漁場改良 ・モデル地区の選定、事前
推進モデル事業を15年度予
算政府案において創設。

効果や資材としての適応性
等の検証。

検討、関連調査の実施。

農林水産省 ・自然エネルギーや資源を ・サンドバイパス、間伐材 ①第156回国会会期末
活用した効率的な基盤整備 魚礁等モデル事業の効果の ～③それ以降
を行う自然調和 ・活用型漁 検吉正。 ・モデル地区の選定、事前
港づくり推進事業を15年度

予算政府案において創設。

・耐久性、経済性等の向上
に資する技術の開発。．

検討、関連調査の実施。

農林水産省 ・漁村における循環型社会

の構築に寄与するため、漁
業集落環境整備事業によ
り、自然エネルギーを活用
した集落排水処理施設の整
備や汚泥等を有効活用する
ための堆肥化施設の整備を
15年度予算政府案において
重点的に推進する。

①第156回国会会期末

～③それ以降
・平成15年度の実施により
得られた問題点等の把握を
行い、次年度活用できるよ
うフォローアップを行う。
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（4）産業発掘戦略
（食料産業の活性化）
・農林水産省は、平成14
年度から食料産業の成長を
促進するため、食料産業の
高付加価値化を支える遺伝
子情報等を活用した健康意
向型食品等に関する技術開
発等を推進するとともに、
生産・流通を通じた高コス
ト構造の是正を図る。

農 林 水産 省 ・平成 13年 5 月 に施 行 され 農 林 水産 省の調 査 によれ ① 第 156回 国 会会 期末
た r食 品循環 資 源め 再生 利 ば、 再生 利用 に取 り組ん で ～③ それ 以降
用等 の 促進 に関 す る法律 」 い る事業 所 （食 品製 造 業、 ・食 品 リサ イ クル法 の 着 実
（食 品 リサイ クル法 ）の 着 食 品卸売 業、食 品小売 業、 な 実 施 を 図る ため 、 先進

実 な実 施 を図 るた め、食 品 外食 産業 ）の 割合 は、 平成 的 ・モ デル 的な 食 品 リサ イ

関連事 業 者、再 生利 用事 業 12年 度の 46％か ら平成 13年 クル 施 設 の整備 に対 す る支
者 、地 方 公共団 体 、農業 度 は50％ に向上 して お り、 接 を実施 。
者 、消 費 者等 を対 象 に、食 食 品廃 棄物の 利 活用 に向 け ・食 品 関連 事 業者 等 を 対象
晶 リサイ クル法 の趣 旨等 の
普及 啓発 を図 る と とも に、

先進 的 ・モデ ル的 な食 品 リ
サイ クル施 設 の整 備 に対 し
て支援 を行 った。

て成 果 をあ げて いる。 に した 食 品 リサイ ク ル法 の
普及 啓 発 、法施 行 に必要 な
基礎 デ ー タを 収集 す る ため

の 委託 調査 等 を実 施 。

農林 水産 省 ・食 品廃棄 物の 発 生抑制 、
再生 利用 を促進 す る技術 開
発 を支 援 し、 その成 果 につ

いて 3 月中旬 に公 開発 表会
を開 催。

① 第 156回 国会会 期末

・15年 度 予算 案 に盛 り込 ま
れ た食 品 の資 源循 環 シ ステ
ム 構築 に必要 な技 術 の 開発
を支 援 す る。
② 平成 15年末 ～③ それ 以降

・上記 技 術開 発 の成 果 につ
いて 15年 3 月 に公開 発表 会
を開催 し、広 くPR に努 め
る。

・引 き続 き、 技術 開 発 の支
援 に努 め る。

農 林水 産 省 ・食 品の 表示 項 目を科 学 的 人の 健康 維持 に有 益 に働 ① 第 156回 国会 会 期末
に検 証 す るための 研 究開 く微生 物 として 代表 的 な乳 ～③ そ れ以 降
発、 食 品の安 全性 にか か る
分析 ・検出技 術の 高度 化 ・
迅速 化 、 リス ク低 減技 術 の
開発 等 を厚生 労働 省等 との
連携 の下 に行 うと とも に、
健全 な食 生活 による生 活 習
慣病 を予 防す る ため 、食 品

の機 能性 や食 品 素材 の組 合
せ によ る効果等 の 解 明 に関
す る研 究を厚 生 労働 省 との
連携 の 下 に実施 する 「食 品
の安 全性 及び 機能 性 に関 す
る総 合研 究」 を 15年度 予 算
政府 案 によ り実施 。

醸 菌 の免疫調 節 作用 が 十分

に発揮 され る 条件 を動物 実
験 で解 明。

抗酸 化活性 を有 し、機 能
性 成分 と して有 望な ポ リ
フ ェノール の調 理 によ る消
長 を解 明。

・研 究開 発の 着 実な 実施 。

政策目標C・農水省・基本方針2002（経済活性化戦略） Page6



農林水産省 ・平成15年度予算政府案に イネゲノムについて、主要 ①第156回国会会期末
おいて 「有用遺伝子活用の 部分の塩基配列解読の完 ～③それ以降
ための植物 （イネ） ・動物
ゲノム研究」を措置し、イ
ネゲノムについては、主要
部分の塩基配列解読の完了
を受け、重要形質に着目し
た機能解明、ゲノムの柱
間 ・属間比較研究等を実施
するとともに、ゲノムデー
タと研究成果を結集するゲ
ノムリソースセンターを整
備し、動物ゲノムについ
て、D N A マーカーを用い
た高品質育種を促進する。

了。 （特許出願済み件数 ：

40件）
・研究開発の着実な実施。

農林水産省 ・バイオテクノロジー等を ・14年度に実施している謀 ①第156回国会会期末～②平
活用し、機能性食品の開発等 題について、現在、年度末 成15年末
の民間が行う技術開発を支 に向けての成果の最終的な ・14年度に着手し17年度ま
接。その成果について15年

3 月中旬に公開発表会を開
催。

取 りまとめを実施。 で予定の事業について着実
な実施に努める。

・15年度予算案に盛り込ま
れた食品産業における次世
代型発酵技術の開発を支援
する。
③それ以降

・年度末には毎年度点検を
行い、次年度の効果的な推
進を図る。
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（4 ）産業発掘戦略 農林水産省 ・食品の表示項目を科学的 ，インターネットを利用し ①第156回国会会期末
（食料産業の活性化） に検証するための研究開 て生産物情報を消費者に掟 ～③それ以降

・平成 1 4 年度から、食品 発、食品の安全性七かかる 供できる農産物ネット認証 ・研究開発の着実な実施。
表示制度を含めた食品章全
行政の抜本的な改革に着手
し、消費者に信頼される食
の安全安心体制を構築す

る。特に、内閣官房は関係
府省と協力して、食品の安
全に関するリスク評価を行

う食品安全委員会 （仮称）を
新たに設置するための法案
及び消費者の保護を基本と
した包括的な食品の安全を
確保するための食品安全基
本法案 （仮称）を平成 1 5 年

の通常国会に提出するとと
もに、農林水産省等は、リ

分析 ・検出技術の高度化 ・
迅速化、リスク低減技術の
開発等を厚生労働省等との
連携の下に行うとともに、
健全な食生活による生活習
慣病を予防するため、食品
の機能性や食品素材の組合
せによる効果等の解明に関
する研究を厚生労働省との
連携の下に実施する 「食品

の安全性及び機能性に関す
る総合研究」を15年度予算
政府案により実施。

システムを開発。

農林水産省 ・B S E について、プリオ ①第156回国会会期末
スク管理部門を産業振興部 ン蛋白質の性状解明、診断 ～③それ以降
門から分離 ・強化する等所

要の見直しを図る。
技術の開発、環境中の異常
プリオン蛋白質の不活化技

術の開発等を厚生労働省、
海外の研究棟関等との連携
のもとに実施するととも
に、重要な人獣共通感染症
についても診断技術や予防
技術の開発等を実施するた
めの新規プロジェクト 「牛
海綿状脳症 （B S E ）及び
人獣共通感染症の制圧のた
めの技術開発」を15年度予
算政府案により実施。

・研究開発の着実な実施。
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（5 ）地域力戦略 農林水産省 ・平成14年12月27 日に rバ ・生物由来の有機性資源で ・バイオマスの生産、収 ①第156回国会会期末
（地域産業の活性化） 内閣府 イオマス ・ニッポン総合戦 あるバイオマスをエネル 集 ・輸送、変換、利用の各 ・バイオマス関連情報を効率的・

効果的に整理・提供するバイオマ
ス情報ヘッドクオーターを創設。
・関係府省が一体となって、地域

・農林水産省、環境省、開 文部科学省 略」を閣議決定。 ギーや製品として総合的に 段階が有機的につなが り、
係府省は協力して、動植 経済産業省 ・戦略の工程管理と評価を 利活用し、持続的に発展可 全体として経済性がある循
物、微生物や有機性廃棄物 国土交通省 行う推進体制として、関係 能な社会を実現するための 環システムを各地で構築。 の特性を活かし、バイオマスを効
からエネルギー源や製品を 環境省 府省による 「バイオマス ・ 国家戦略として、2010年を ・全国的な取組のモデルと 率的に利活用するバイオマスタウ
得るバイオマスの利活用の ニッポン総合戦略推進会 目途とする具体的な数値目 なるバイオマス利活用事例 ン構想を検討。

・バイオマス活用を更に進めるた
めの方策について、推進会議、ア
ドパイザリーグループにおいて検
討。
②平成15年末

推進について具体策を平成 議」、推進会議への提言等 標や実施主体 ・実施時期を の構築。
14年度中にとりまとめる を行う 「バイオマス ・ニッ 明示した78の具体的行動計
等、計画的に取り組む。 ボン総合戦略推進アドバイ

ザ リーグループ」を14年度
画を策定し、政府が一体と

なって推進していく姿勢を
内に設置。

・15年度予算政府案におい
て、バイオマスを地域の中

明らかにした。

・地域活性化等の一手段と
してバイオマス活用を進め

・各地での具体的な取組の効率的
な支援策の検討、決定。
⑨それ以降

・総合戦略の進捗状況のフォロー
で循環利用するための地域 るため、地方自治体等にお アップ。
システムの構築や利活用施
設の整備を総合的に実施す
る制度を創設。

いて特別のプロジェク ト
チームを立ち上げたり、具
体的なプロジェク トの検討
を各地で開始。

・バイオマス活用を更に進めるた
めの方策について、推進会法、ア
ドパイザリーグループにおいて検
討。

（9第156回国会会期末
～③それ以降

・バイオマス関連事業の着実な実
施。
・地域における体制整備や調査・
実証等による利活用システムの構
築を図るとともに、新技術等を活
用した施設整備をモデル的に実
施。

農林水産省 ・家畜排せつ物、食品加工 独立行政法人、民間企 ①第156回国会会期末
残さ等の革新的な循環利用 業、大学を交えた共同研究 ～③それ以降
技術の開発、再生可能な作 により、農林系バイオマス ・総合科学技術会議が主催
物資源由来の工業原材料の をガス化してメタノールを する 「環境イ二シアティ
生産技術の開発を行うとと 製造する技術を開発し、試 ブ」の枠組みの中で関係府
もに、新たに地域における 作機による運転実験を開 省と連携 ・協力しつつ研究
バイオマス利用を推進して
いくためのシステム化技術
開発に係る研究を推進する
「農林水産バイオリサイク

ル研究」を15年度予算政府
案により実施。

始。 開発を実施。
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・「地球温暖化対策推進大
綱」に対応していくため、
農林水産分野における温室
効果ガスのモニタリング、
地球温暖化が農業、森林、
漁業へ与える影響の評価 ・
予測技術、温室効果ガスの
排出削減技術を開発すると
ともに、有機性資源を用い
た化石燃料代替エネルギー
生産技術の開発の加速化を
図る 「地球温暖化が農林水
産業に与える影響の評価及
び対策技術の開発」を15年
度予算政府案により実施。

（か第156回国会会期末

～③それ以降
・総合科学技術会議が主催
する 「環境イニシアティ
ブ」の枠組みの中で関係府
省と連携 ・協力しつつ研究
開発を実施。

（地域産業の活性化） ・14年12月26日に農林水産 ・「地球温暖化防止森林吸 ・これまで、農林水産省と ①第156回国会会期末
農林水産省は、規制改革に 省が 「地球温暖化防止森林 収源10カ年対策」に基づ 環境省は共同で森林整備の ・森林法を改正し、森林の

よる林業への民間事業体の 吸収源10カ年対策」を策
定。

き、地球温暖化対策推進大 あり方について検討を重ね 多面的機能の発揮を図る公

新規参入、事業再編の促 綱に定めている、森林によ てきたところ。 共事業である森林整備事業

進、木材の品質向上 ・供給 る3．9％の温室効果ガス吸収 ・「地球温暖化防止森林吸 と治山事業の総合的かつ効

ロットの拡大等による経営 量確保に向けた総合的かつ 収源10カ年対策」を計画的 率的な推進を図るとともに 、
力の強化を通 じ、林業や地 効果的な対策の推進に資す かつ着実に達成するために 複層林施業を推進する観点
域産業の活性化、雇用拡
大、並びに森林整備保全、
地球温暖化防止を図る。ま

る。 は、環境省をはじめ関係省
庁との施策連携強化並びに
地方公共団体、森林所有者

から、森林計画制度を見直
す。
②平成15年末

た、関係府省は、森林の果 等との理解と協力が不可欠 ・管理不十分な森林を抽出
たす公益的機能や森林管理
に果たす地域の役割の重要
性等を踏まえ、適正な森林
管理のあり方を検討する。

な課題。 し、これを整備する 「プラ

ン」を都道府県が作成し、
これらの森林の着実な整備
を進める。
③それ以降

・森林吸収源対策を着実に
実施していく一方、地球温
暖化対策推進大網のステッ
プバイステップの取組方針

に従い、平成16年度未に森
林吸収源対策の評価見直し
を行う。
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ハ．規制改革
（4）産業発掘戦略
（ライフスタイルの変化が

引き出す潜在需要の顕在
化）
・農林水産省は、関係府省
と協力して、平成14年度か
ら、都市と農山漁村を双方
向で行き交うライフスタイ
ル（デュアルライフ）の実
現に向け、国民運動として
民間の取組みの拡大を図る
とともに、特区手法を含
め、都市と農山漁村の共
生・対流を推進する。

農林水産省 ・15年度予算政府案におい
て、都市と農山漁村を双方
向に行き交うライフスタイ
ルの実現を推進するため、
農山漁村情報提供の充実強
化、新たなグリーン・ツー
リズム等の展開、農地や森
林、海辺等を活用した体験
活動等の支援、共生・対流
の優良事例の表彰等を通じ
た国民運動の展開等の施策
を創設。

・都市と農山漁村を双方向
で行き交うライフスタイル
の実現に向けて、平成14年
7月に関係7省の連絡協議
会を設置。

・関係副大臣から構成され
る「都市と農山漁村の共
生・対流に関するプロジェ
クトチーム」を平成14年9
月に設置し、都市と農山漁
村の共生・対流に係る国民
運動の展開について検討。

・長野県飯田市の例
平成14年度17，000人の体験
学習の受け入れにより、直
接消費額2．9億円、経済波及
効果7．0億円

・遊休農地や廃校等既存ス
トックについて、都市と農
山漁村の共生・対流の推進
に資する用途への活用事例
集を作成し、市町村等への
配付を予定。

・都市と農山漁村の共生・
対流のポータルサイトとし
てのホームページを立上げ
る予定。

政策目標C・農水省・．基本方針2002（経済活性化戦略）

第156回国会会期末
～③それ以降

・各事業の着実な実施によ
り、都市と農山漁村を双方
向で行き交うライフスタイ
ルの実現を推進。

①第156回国会会期末
・関係副大臣プロジェクト
チームにより都市と農山漁
村の共生・対流の推進に向
けた国民運動の展開方法を
とりまとめ。
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●

・住民合意の下で、農地等
の適切な保全及び利用を図
る市町村のイニシアティブ
に基づく取組を促進する新
たな土地利用の枠組み構築
について、平成14年6月よ
り有識者懇談会を4回にわ
たって開催し、8月に懇談
会の論点整理を発表。市町
村長等との意見交換を2回
にわたって実施。

・構造改革特別区域制度に
おいて、農地等の権利取得
に際する下限面積要件を緩
和する措置を講じることと
した。

・構造改革特別区域法にお
いて、NPO等による市民
農園の開設を可能とする特
定農地貸付法等の特例を措
置。

●

・農山村の新たな土地利用
の枠組み構筆については、
懇談会の論点整理、市町村
長等からの意見、及び構造
改革特区における先行的な
取り組みの評価を踏まえつ
つ、全国的な規制の見直し
として検討することが必
要。

・構造改革特別区域法に基
づく特定農地貸付法等の特
例措置の適正かつ円滑な実
施。

①第156回国会会期末
～②平成15年末

・懇談会の論点整理、市町
村長等からの意見及び構造
改革特区における先行的な
取り組みの評価を踏まえつ
つ、制度のあり方について
検討。
⑨それ以降
・検討の結果を踏まえ、制
度化を目指し、体制の整っ
た市町村から新たな取組へ
移行。

①第156回国会会期末
・制度の説明会等による普

及。
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ホ．その他の制度改革
（1）人間力戦略

（個性ある人間教育）
・文部科学省は、関係府省
と連携し、平成14年度から
学校内外を通じた奉仕活
動・体験活動等を推進する
ための協議会等を整備する
とともに、これらの活動を
学校において単位認定する
等の取組みを奨励する。

農林水産省 ・15年度予算政府案におい
て、身近な自然環境との触
れ合いのニーズの高まりを
背景に、農業用水路等を活
用した体験学習等を支援す
る「子どもたちの農業・農
村体験学習推進事業」を創
設。

農業教育推進事業におい
て、子どもたちの農業体験
学習を全国でモデル的に、
71地区767校で実施した。

教員の農業に関する技術や
知識・情報の不足、農園確
保の困難さ、農村地域の受
入体制整備の遅れ、指導者
の不足等の理由により、農
業体験学習を行っている
小・中学校は全国で52別こ
とどまっている。

第156回国会会期末
・文部科学省との連携の下、全
国に設置したモデル地区におい
て、各県教育委員会が選定した
推進校等が実施する農業体験学
習の受入等を行う。また、厚生
労働省と連携して、児童館にお
ける農業体験学習を推進するな
ど、一層の推進を図る。さら
に、農業体験学習に加え、用水
路やため池等身近な水辺環境を
活用した水辺環境体験学習や、
修学旅行等を通じた農業・農村
体験等を行う。
②平成15年末
・農業体験学習の推進に関する
シンポジウムを開催するなど全
国的な推進体制を整備する。ま
た、文部科学省及び農林水産省
の取組について情報・意見交換
を行う「文部科学省・農林水産
省連携協議会」を開催する。
③それ以降
・子ともたちの農業・農村体験
学習推進事業について、着実な
推進を図る。
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農林水産省 文部科学省と連携し、森林 森林 ・林業分野における ・完全学校過 5 日制の実施 ①第156回国会会期末
での様々な体験活動の機会 線々な体験活動 ・体験学習 や教育課程への 「総合的な 女部科学省と連携し、森

を提供する 「森の子くらぷ の機会が提供され、森林環 学習の時軌 ．の本格導入等 林 ・林業体験活動等を推進
活動推進プロジェクト」の 境教育の推進が図られると に対応し、体験学習 ・体験 するため、平成14年度に引
実施や国有林野等における ともに、体験活動等の指導 活動の場として森林を積極 き続き平成15年度について
体験活動のためのフィール 者の育成が図られた。 的に提供し七いく必要。 も次の施策を実施。
ドを提供するための施策を ・森林 ・林業体験活動等を ・指導者の養成確保
実施するなど、森林 ・林業 推進するためには、文釦科 ・森林環境教育プログラム
体験活動等を推進。 学省との施策連携強化並び

に地方公共団体、教育委員
会等の理解と協力が不可
欠。

及びテキス トの開発と普及

・安心して活動できる森林
の確保 ・整備

・森林環境教育に関する情
報提供等
③平成15年末

・上記施策の着実な推進。
⑧それ以降

・上記施策の継続 （必要に応
じ見直し）を行う。

農林水産省 ・若年層の漁業に対する理解 ・水産業や、魚食を含めた食 ・体験学習を円滑に推進でき ②平成15年末～③それ以降
の醸成及び魚食普及を含めた 生活の改善について、若年層 るよう、積極的な情報提供を ・教材作成、講演会の開催等
食生活の改善に関する取組と の理解が深まった。 はじめとする受入体制等の確 を通じて、学校教育現場や地
して、小中学生等を対象に体
験学習を開催。

・”おサカナを食べる”とは、大
いなる海の生命を頂くことであ
り、そのことを小学生の時から
肌で感じ、海に囲まれた島国・
日本の素晴らしさに目覚めて
もらうため、「”こどもサカナ’’体
験ツアー」等を平成14年度か
ら実施。．

立。 域社会に対し、体験学習に係
る情報を提供する。

・水産物の安全性について、
消費者、小中学生と学識経験
者、生産者とのコミュニケー

ションを活性化させることによ
り、水産物消費の改善を促進
する。

農林水産省 ・水産生物資源の保護培 ・平成14年度、村内外の小 ・自然環境の保全等に資す ②平成15年度末～③それ以
養、利用等に関する知識の 中学生を対象とした釣り教 る環境教育の場の整備。 陣
普及教育を目的とした体験 室の開催や遊漁に関するマ ・体験学習施設、遊魚施設
学習施設等の整備を15年度
予算政府案により実施。

ナ一等についての普及教育
を行うための体験学習施設
を整備した。 （山梨県道志
村 ：平成15年 3 月竣工予
定）

等の整備を推進
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